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【環境審議会】会議概要 

会 議 名 令和３年度第１回環境審議会 

事 務 局 環境部長・須藤 純二、環境政策課長・加藤 鉄也、生活環境保

全課長・志田野 隆史、足立清掃事務所長・山本 克広 

開催年月日 令和３年５月２６日（水） 

開催時間  １５時から１６時３５分まで 

開催場所  足立区役所８階特別会議室 

出 席 者 

※：オンライン参加 

※田中 充 ※百田 真史 ※水川 薫子 ぬかが和子 高山のぶゆき 

土屋のりこ 石毛かずあき 小泉 俊夫 ※佐藤 強士 ※茂木 福美 

※中村 重男 ※村田 文雄 工藤 信   

欠 席 者 田中 功一 松茂良 みさえ  

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

 

・令和３年度第１回足立区環境審議会資料 
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（加藤鉄也 環境政策課長） 

皆様、こんにちは。４月から環境政策

課長となりました加藤でございます。ご

み減量推進課長も兼務しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

事務局側の新任の紹介をさせていただ

きます。環境部長の須藤でございます。 

（須藤純二 環境部長） 

環境政策課長から環境部長となりまし

た須藤でございます。改めまして、よろ

しくお願いいたします。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

 生活環境保全課長の志田野でございま

す。 

（志田野隆史 生活環境保全課長） 

 生活環境保全課長となりました志田野

でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

 会議に先立ち、事務局からお知らせし

ます。本日、田中会長、百田副会長、水

川委員、佐藤委員、茂木委員、村田委

員、中村委員の７人がオンライン参加で

す。ご発言の際は、なるべくゆっくり、

はっきりを意識していただきますよう、

ご協力をお願いいたします。 

それでは田中会長よろしくお願いいた

します。 

（田中充 会長） 

今日もオンラインと会場での併用で行

います。皆様ご協力をお願いいたしま

す。また、オンラインということですの

で、ご発言の際は、少し大きめにゆっく

りとしたお声でご発言いただけるとよろ

しいかと思います。 

それでは定刻を過ぎましたので、第１

回足立区環境審議会を開会いたします。 

本日の出席委員の確認をお願いいたし

ます。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

オンラインが７名、会場が６名、合計

13名でございます。 

（田中充 会長） 

会場でご参加の委員はどなたでしょう

か。 

（須藤純二 環境部長） 

ぬかが委員、高山委員、土屋委員、石

毛委員、小泉委員、工藤委員でございま

す。あわせて６名です。 

（田中充 会長） 

オンラインの参加が７名、私田中他、

百田副会長、水川委員、佐藤委員、茂木

委員、中村委員、村田委員の７名で、よ

ろしいですね。 

会場では、ぬかが委員、高山委員、土

屋委員、石毛委員、小泉委員、工藤委員

の６名でよろしいでしょうか。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

その通りです。 

（田中充 会長） 

わかりました。委員定数が 15名で、

出席委員が 13名ですので、本日の審議

会は成立していることをご報告します。 

議事録署名人ですが、会場にお越し

の、ぬかが委員と高山委員にお願いいた

します。 

配付資料の確認をお願いいたします。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

事前に皆様にお送りした資料は、本日

の「次第」、「令和３年度第１回環境審

議会資料」、「別紙１ 2030、2050に

向けた国、都、区の取組・目標」、「別

紙２ 基本計画 第１章から第４章」で

ございます。 

次に本日の進め方でございます。基本

的には前回と同様です。ご意見やご質問
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がありましたら、オンライン参加の方

は、挙手ボタンを押す、または画面に向

かって分かるよう挙手してください。会

場の委員は、挙手をお願いいたします。

事務局で挙手されている方を会長にお伝

えし、会長の指名によりお一人ずつご意

見、ご質問等をお願いいたします。その

後、委員からのご質問、ご意見が揃った

ところで、会長の進行で事務局からお答

えいたします。進め方の説明は以上で

す。 

（田中充 会長） 

ありがとうございます。オンラインと

会場の併用ですので、ご発言の際はご留

意いただき、ゆっくりと大きめの発声で

お願いいたします。 

また、本日は審議事項が多岐にわたっ

ておりますので、多少ご発言をせかすこ

とがあるかもしれませんが、ご容赦いた

だければと思います。円滑に実りのある

ご審議をお願いいたします。 

早速、本題に入らせていただきます。

審議事項１、「国、都の温室効果ガス排

出量削減目標と区の取り組みについ

て」、資料の説明をお願いいたします。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

審議事項１、「国、都の温室効果ガス

排出量削減目標と区の取り組みについ

て」をご覧ください。 

国や都で、2030年度の温室効果ガス

排出量の削減目標を検討しております。

それに伴い、区の取組案についても別紙

１にまとめていますので、今回、委員の

皆様にご審議賜りたいと思います。１頁

目の３つ目、温室効果ガスですが、現行

の区の取り組みとしては、2030年目標

が 35％削減でしたが、46％削減に変更

したいと考えています。３頁の自動車の

項目では、「公共交通・自転車を優先的

に利用した移動の促進」等の記載があり

ますが、見直し案として、まずは、現行

計画の取組みの強化をしっかり行ってい

きます。また、ＺＥＶのインフラ導入の

検討、公用車へのＺＥＶ導入の検討を、

しっかり行っていくとしています。主な

取り組みの変更内容として、説明させて

いただきました。説明は以上です。 

（田中充 会長） 

ただ今、別紙１をご説明いただきまし

たが、私から補足させていただきます。

別紙１は、目標年や内容について、整理

いただいております。国、東京都の取り

組み、削減目標の状況、それに対して区

の現行計画の状況、新しい計画の内容で

ございます。また、２枚目以降、具体的

な施策の体系、項目ごとに、どういう内

容を行っていくか、整理いただいていま

す。 

この内容について、質疑をお願いいた

します。 

村田委員お願いします。 

（村田文雄 委員） 

２点お尋ねします。 

１点目は、別紙１の温室効果ガスで、

区の見直し後の計画案は 2050年実質ゼ

ロとなっています。これは、国も都も

2050年の目標を実質ゼロにしようとい

う流れです。また、足立区の 2030年の

目標は 46％削減となっています。これ

については、国も都も 2030年の目標で

50％削減としていますが、足立区だけな

ぜ 46％なのでしょうか。むしろ、足立

区の努力目標として、横並びで 2030年

の目標を 50％削減としてもよいのでは

ないでしょうか。実績的に 10年弱で、

50％削減は厳しいものとは思いますが、
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横並びの目標ということで、46％ではな

くて 50％でもよいのではないか、とい

う意見です。 

２点目は、各項目に共通しますが、例

えば、エネルギーの見直し後の計画案で

すが、「現行計画の取り組みの強化」と

書いてあります。これは現行計画の施策

を現状通り行い、それを強化すると解釈

できます。その下に「効率的な設備・機

器への更新」と記載がありますが、これ

は新しい施策を示しているのでしょう

か。エネルギーの項目以降、全てに「現

行計画の取り組みの強化」を謳ってお

り、かつそれ以外の施策が記載されてい

ますが、これは新しい施策と考えてよろ

しいのでしょうか。 

（田中充 会長） 

今２点お尋ねをいただきました。他の

委員はいかがでしょうか。 

ぬかが委員お願いいたします。 

（ぬかが和子 委員） 

区の見直し後計画の点について、数値

の点はともかくとして、一つはエネルギ

ーの問題と廃棄物、とりわけプラスチッ

ク問題について発言したいと思います。 

エネルギーについては、2050年をに

らんでいくと、水素は重要です。調べた

ところ、水素ステーションは南千住にし

かなく、しかも非常に規制もあります。

また水素ステーションの元の水素自体

も、生成する時にＣＯ２削減にならない

というものもあれば、そうではないもの

もあるようです。「水素ステーションの

誘致の促進」と謳っても、ガソリンスタ

ンドの規制がある中で、市街地には置け

ない、でも、これがないと進んでいけな

いという面もあります。 

これらについて、どういう方向性をお

考えなのか、それを明確にして計画に入

れていただきたい。 

また、折角「ゼロ宣言」をしたので、

「公用車へのＺＥＶ導入の検討」につい

ても、新しい環境基本計画の中で明確に

打ち出してほしいです。  

見直し後の計画は、区民の努力目標と

いうより、区がどうするかという視点で

記載されていると思います。それであれ

ば、区としてもう少し明確に意思表示を

するような記述にしていただきたいと思

います。 

廃棄物の点でも、同様に、国では「ワ

ンウェイのプラスチックの排出抑制」が

示されているので、区でもその方向性を

明記する必要性があるのではないでしょ

うか。仮に区でその方向性を決めても、

足立区中で無くすのは、出来ることでは

ないですが、区が範を示すことで啓発活

動につながるという意味では、庁舎や区

有施設の自販機からワンウェイプラスチ

ックを無くしていくような、入札、イン

センティブを課すやり方、紙やワンウェ

イプラスチックでない容器の自販機を条

件にするなど、ぜひ考えて、範を示して

いただきたいです。 

同時に、一時期具体化しようとしてい

たウォーターサーバーの設置において

も、容器を使わないで済むものとして積

極的にＰＲして、取り組んでいただきた

いと思います。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。お二人から

非常に重要なご意見をいただきました。

村田委員から２点、ぬかが委員から個別

施策の件で３点出たと思います。事務局

からお答えをいただきたいと思います。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 
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１点目の 2030年目標の 46％削減につ

いて、国は「2030年 46％削減、さらに

50％に向けて挑戦」としており、同様に

区も 50％に向けてしっかり挑戦してい

こうという考えです。表現としては、

「46％削減、50％に向けて挑戦」、

「46％以上」というような積極的な表現

を検討したいと思います。 

２点目、「取組みの強化」以外の記載

については、新規ではないものも一部あ

ります。エネルギーの項目に記載してい

る「高効率な設備・機器への更新」は、

現行計画にも記載があります。機器更新

は定期的に起きるものですので、しっか

り効率的なものに換えていくと、特に強

調して記載しました。 

ぬかが委員からは、自販機や水素ステ

ーションなど、区が範を示すべきと具体

的なご指摘をいただきました。 

自販機は、取り組めることであり、ウ

ォーターサーバーもコロナ禍で止まって

いますが、やらないということではあり

ません。 

また、インフラがないと車も普及して

いきませんので、水素ステーションも重

要なことです。足立区周辺には南千住に

しかないので、区内に誘致できるのか、

可能性を研究していきたいと思います。 

具体的に区が範を示すこと、区がやる

ことを明確にすることについては、今

後、それぞれの取組みの記載の中で、し

っかり落とし込んでいきたいと思いま

す。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。追加でご意

見、ご質問があればお願いいたします。

また、今出た意見や回答についての追加

でも構いません。 

環境部長お願いいたします。 

（須藤純二 環境部長） 

水素ステーションの話ですが、東京都

の「ゼロエミッション東京戦略」の中

で、水素ステーションを都内で 150箇所

整備すると示されています。これについ

て東京都に確認したところ、車で７分圏

内に１箇所程度整備するということでし

た。これを足立区に割り当てて計算する

と、３～４箇所程度となります。規制緩

和もありますが、既存のガソリンスタン

ドにも整備していくという動きもあると

聞いていますので、注視しながら、区内

にも水素ステーションを整備する場所が

あるのか、ガソリンスタンドに併設する

ことができるのかも含めて進めていきた

いと思っています。併せて、公共用の急

速充電器も都内に 1,000基整備していこ

うという考えになっていますので、区で

どう展開していくか、今後、審議会の中

でも示していきたいと考えています。 

（田中充 会長） 

ありがとうございます。追加の回答を

いただきました。 

佐藤委員お願いします。 

（佐藤強士 委員） 

水素エネルギーの項目で、「家庭用燃

料電池の導入支援」とありますが、区で

はどのような支援を行うのでしょうか。 

また、どの程度の家庭用燃料電池が普

及しているのでしょうか。 

（田中充 会長） 

では、後ほどまとめてお答えいただく

ということにします。 

他の委員はいかがでしょうか。 

小泉委員お願いいたします。 

（小泉俊夫 委員） 

３頁の自動車の項目において、「2030
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年にはガソリン車販売禁止する方針」と

なっており、その代わりに「水素ステー

ション設置」などを推進していると思う

のですが、軽油についてはどうでしょう

か。ガソリンや水素というのは、乗用車

であり得るのですが、トラックでは力の

関係で水素や電気では無理です。水素の

エンジンについては、トヨタがフォーク

リフトなどでテストしていますが、実際

には水素のエンジンは、トラックではま

だ目途がたっていません。 

次に、４頁の廃棄物の項目の「プラス

チックのリサイクル」についてです。何

年か前にダイオキシン問題があり、塩化

ビニルが禁止されていきました。ところ

が、塩化ビニルは寒いところにも強く、

リサイクルして使えるというのは、保冷

機などよりずっとよいです。塩化ビニル

の焼却等については、焼却炉の問題もあ

るのですが、足立区において現状をお聞

きしたいと思います。 

（田中充 会長） 

佐藤委員からは家庭用燃料電池の扱い

や実態について、小泉委員からは、自動

車の関係と、ダイオキシンと塩化ビニル

に関するお話でした。事務局からお答え

をお願いいたします。 

（須藤純二 環境部長） 

家庭用の燃料電池システム、いわゆる

エネファームのご質問だと思います。平

成 24年度から足立区において、補助制

度が始まっています。今、合計の数字は

手元にないのですが、概ね毎年 100件以

上の申請がありました。27年度からで

すと、155件、114件、120件、114件、

昨年度は少なくて 50件となっていま

す。最初の年度からの数字はわからない

のですが、概ね 700件くらいは設置をし

ていると思います。また、補助制度を利

用せず設置される方もいらっしゃるの

で、それ以上の数が普及していると思い

ます。引き続き、この補助制度について

は実施していきますので、ぜひ活用し、

燃料電池を設置していただければと思い

ます。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

続きまして、軽油車がガソリン車に含

まれるのかについてです。東京都は

2020年 12月に、2030年までに乗用車を

「非ガソリン化」するとしていました

が、ディーゼルの扱いについてははっき

りしていないかと思います。ただ、「脱

ガソリン車」は内燃機関を使わないもの

ですので、これには入らないと思いま

す。 

プラスチックのリサイクルにおける塩

化ビニルの扱いについては、プラスチッ

クをどこまでの範囲とするか、難しい面

もありますが、短期的にはプラスチック

をリサイクルし、長期的には使わないよ

うにしていく、という考え方であること

をご理解いただきたいと思います。以上

です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。他の点で、

ご意見、ご質問がありましたらお願いい

たします。よろしいでしょうか。 

全体をまとめてご意見をうかがう機会

もあるかと思います。落とした点や言い

足りない点がありましたら、そのタイミ

ングでお出しいただければと思います。 

それでは審議事項２に進みます。「区

内の食品ロス量の推計について（案）」

ということで、説明をお願いいたしま

す。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 
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 食品ロス量の推計について、案を作成

いたしましたので、ご審議いただきたい

と思います。 

 前回の審議会の中で、区内の事業系食

品ロスの算定をどのようにしていくか、

という議論がありましたので、それを整

理しました。 

 食品ロス量の推計の表において、右に

「食品ロス推計量」、真ん中に「排出

元」を記載しています。「排出元」の

「中規模事業所」と「家庭ごみ」に関し

ては、組成調査を 23区清掃一部事務組

合や区で実施しており、食品ロス推計量

が出ております。現在、出ていないのが

「大規模事業所」で、区内では約 430程

度ありますが、ここでは組成調査等もや

っていません。ここの部分について、ど

のように把握ができるか検討しました。

結論としましては、現在、大規模事業者

に対して、排出の調査を実施しています

ので、それと同時にアンケート調査を行

い、食品ロス量を把握していきます。た

だし、今年度については、既に調査が終

わっていますので、別にアンケートのみ

大規模事業者向けに送付して、把握して

いきたいと考えています。これにつきま

して承認いただきましたら、速やかにア

ンケートの郵送に着手したいと考えてい

ます。以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。資料の２頁

と３頁の食品ロス量の推計について、考

え方を整理していただきました。この内

容についていかがでしょうか。ご審議を

お願いします。 

土屋委員お願いいたします。 

（土屋のりこ 委員） 

数字が具体的に見えてきて、食品ロス

量がどの程度なのか、わかりやすくなっ

たと感じます。推計値ではありますが、

より実態に即せるように、把握を進めて

ほしいと思います。ただ対策事業に落と

し込んでいくには、もう少しリアリティ

を持って実態に迫れないかと思うのです

が、例えば未利用食品と食べ残しの割合

等、カテゴリーごとに区分けして示せな

いものか、お聞きいたします。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。具体的な食

品ロス調査の内容把握の方法について、

可能かどうかのお尋ねでした。他にいか

がでしょうか。 

石毛委員お願いいたします。 

（石毛かずあき 委員） 

私からは、食品ロスのきっかけとなる

事業所系のごみについてです。これは、

流通や事業者が発注するシステムに問題

があると思うのです。季節ものは、担当

者の長年の勘に依存していると思いま

す。当然、季節や天候に影響されて、食

べ残しが出てしまうという傾向があると

思います。どこまで指導できるかわかり

ませんが、行政から事業所に対して流通

やマーケットのやり方について、前例を

示しながら注意事項について、指導がで

きないでしょうか。勘ではなくて、ある

程度の実績に基づいた量の判断方法につ

いて、区からも指導ができたらいいかな

と思いますが、いかがでしょうか。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。対策に結び

付けられるような実態把握が必要だとい

うご提言かと思います。他にいかがでし

ょうか。 

会議室の方からはよろしいでしょう

か。オンラインの委員もよろしいです
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か。特に手が挙がっておりませんので、

ここまでお二人からご意見、ご質問をい

ただきましたので、事務局からお答えを

お願いいたします。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

まず、土屋委員の未利用食品と食べ残

しの分類はできるのか、についてです。

実態として、組成調査の中で未利用と食

べ残しを分類するのは、難しいと思いま

す。確かに食べ残しは再利用が難しく、

未利用は再利用が可能です。未利用食品

については、民間の様々なアプリで働き

かけをしており、削減に努めておられる

と思いますので、何か手がないか常に研

究していきたいと思います。 

石毛委員の質問についてですが、確か

に天候や気温等により、食ロス量が変わ

ると聞いております。しかし区で流通に

ついて指導するのは難しいと思います。

ただ食品ロス量を無くしていくのは、区

の大きな目標でもあります。民間に未利

用食品を有効に活用していただくアプリ

等により、マーケットができてきている

状況ですので、それらの紹介等は行って

いけると考えています。 

（梶原禎顕 資源化推進係長） 

組成調査についての補足ですが、事業

系については、未利用食品と食べ残し等

とを区別した把握というのは難しいで

す。ただ、家庭系の現在行っている組成

調査については、未利用食品と食べ残し

等の把握は行っています。以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。他にいかが

でしょうか。ご意見等ございましたらお

願いいたします。 

環境部長、お願いいたします。 

（須藤純二 環境部長） 

石毛委員からのマーケットの関係につ

いてですが、ＡＩを活用して統計により

材料の調達量を変えていき、収益を上げ

ている事例もあるようです。色々な業態

の中で、それが使えるか分からないです

が、民間で研究が行われていますので、

そういうものを注視しながら、情報があ

れば区内の事業者に伝えて、効率的な流

通ができるようになればよいと考えてい

ます。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。言い洩らし

た点がありましたら、最後にまとめてご

発言をいただく機会があると思います。 

続きまして審議事項３ということで、

「施策群の目標と指標（案）」につい

て、４頁以降の説明を事務局からお願い

いたします。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

 審議事項３「環境基本計画各施策群の

目標と指標（案）の見直しについて」で

す。前回の審議会でいただいたご意見を

踏まえ、５頁から 11頁のＡ４横にまと

めました。目標値と具体的な取り組みに

ついては、2020年度の実績を踏まえ、

次回以降に審議会に示し、審議いただく

予定です。今回は、検討結果をどのよう

に反映できたかの報告と審議です。全て

説明しますと時間がかかりますので、主

な点を説明いたします。 

６頁をご覧ください。指標の「国内の

二酸化炭素吸収量」について、区の二酸

化炭素吸収量を見える化して、目標化で

きないかということ、「緑化活動に参加

したいと思う区民の割合」について、も

う少し客観的で具体的な行動を示す指標

にできないか、というご指摘がありまし

た。結論を申し上げますと、一つ目を
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「区内の二酸化炭素吸収量」に変更させ

ていただきたいです。区の吸収量につい

ては、試算しましたので、後ほど報告さ

せていただきます。もう一つの指標につ

いては、「実際に参加した区民の割合」

に変更したいと考えています。 

次に 10頁です。「自然や生物とのふ

れあいを通じて、生物多様性の大切さを

理解する」という目標です。前回の審議

会では「生息している野鳥や魚類の数な

どを指標にしてはどうか」というご意見

でした。これに対し、色々調べ専門家に

も確認しましたが、「個体数の正確な把

握というのは、なかなか難しい」それも

区全体となると、というお答えでした。

また、「生物多様性そのものの指標とな

ってしまい、施策群の目標と指標があわ

なくなるのではないか」というご意見で

した。さらに、「個体数は年や気候によ

っても、数値が変化してしまい、外来種

が混在する数値を指標にすることで、多

様性や豊かさの基準がわかりにくくなっ

てしまう」等のご意見をいただきまし

た。今後も、専門家の意見を聞きなが

ら、指標や取り組みについて、検討させ

ていただきたいと思います。 

 後のものは、基本的にいただいたご意

見で、指標を変更させていただくように

しています。 

 12頁からは吸収量の推計についてで

す。結論を申しますと、14頁の下から

３行目です。区の温室効果ガスの吸収量

は、3,744トンと推計値が出ました。こ

れは、2018年度の温室効果ガス排出量

の約 0.16％に相当します。これは先ほ

どの特記事項で、算出方法の資料ですの

で、お目を通していただければと思いま

す。以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。これは前回

の審議において、目標、指標の設定につ

いてご意見をいただき、それを踏まえ

て、改めて事務局で整理した現段階での

考え方について、紹介いただきました。 

それでは、審議事項３について、ご質

疑をお願いしたいと思います。 

土屋委員お願いいたします。 

（土屋のりこ 委員） 

前回、数値的に取り組みを把握できる

指標に、という指摘をしまして、１－

１・２・３と、取り上げていただきあり

がとうございます。４－１において、野

鳥や魚類は難しいということで、この検

討結果に納得するところです。ただ、案

の「自然環境を大切にすることを心がけ

ている区民の割合」という指標も、個人

の主観に委ねられているという点で、差

があるような気もします。対案がすぐに

浮かぶわけではありませんので、今後、

他の自治体や諸外国も含めて、どういう

風にされているのか、調査をした中で、

考えていきたいと思います。意見です。

以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。この指標に

ついて、もう少し情報を集めてみたいと

いうことかと思います。 

他の委員はいかがでしょうか。水川委

員お願いいたします。 

（水川薫子 委員） 

今の４－１の指標は、なかなか難しい

なと聞いておりました。生物多様性とい

うところで、外来種の存在というのがあ

ると思いますが、区内で確認されている

外来種の数をどのくらい知っているか、

を指標にするのはどうかと思いました。
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一つの案として、いかがでしょうか。 

（田中充 会長） 

知っている外来種の種類でしょうか。 

（水川薫子 委員） 

そうです。 

（田中充 会長） 

わかりました。区内に生息している外

来種に関することを指標にできないか、

というご提案かと思います。 

他にご意見いかがでしょうか。石毛委

員お願いいたします。 

（石毛かずあき 委員） 

先程、おっしゃっていた質問とほぼ同

じです。外来種を認識すれば、ある程度

の状況が分かるのではないか、というの

が聞きたかったことの一つです。 

もう一つは、その指標に関して、前回

もお伝えしたと思いますが、緑化につい

て、区民が花を植える活動をされていま

すが、そういう緑化活動が貢献度として

出てきているのかどうか、区がしっかり

把握していれば、反映されてくるのでは

ないかと思いますが、いかがでしょう

か。以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。石毛委員は

二つおっしゃられたと思いますが、外来

種の話、緑化に伴う吸収量の話でしょう

か。 

今、三人の委員からご発言をいただき

ました。ぬかが委員お願いいたします。 

（ぬかが和子 委員） 

生物多様性の指標については、過去の

経緯を見ても、生息している魚類の数を

指標にしていましたが、測り方が杜撰だ

ったためなくなった経緯があり、難しい

というのは承知しております。私も生物

多様性の部分に、もう少し検討をしてい

ただきたいと思っています。具体的に

は、５月 22日が生物多様性の日でした

ので、色々なイベントを見てきて、その

中では、区市町村レベルでは難しいです

が、小さな県でもレッドリストを作成し

ており、地域の植物や動物の絶滅危惧種

のリストを作っています。そういうこと

を知っていますか、と問いかけるやり方

をしていました。要は、生物多様性を活

かしていきたいなと、行動につながるよ

うな指標と施策をぜひ考えていただきた

いなと思いました。よろしくお願いしま

す。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。生物多様性

に関する指標についてのご意見でした。 

この段階でひとまず事務局から回答を

お願いいたします。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

外来種の種類の把握について、これも

野鳥や魚類の種類の把握と同様、種類を

どうやって把握していくのか、エリアを

どうするのか。私も色々調べてみたとこ

ろ、特定の山の中の種類を把握するとい

うのはありました。ですから場所を特定

してやっていくというのは、一つのアイ

デアかもしれませんが、それがこの指標

につながるかが課題です。また、魚類調

査は今も実施しています。 

石毛委員からの外来種のお話は同様で

すが、花を植えたりするなど、緑化活動

に従事している方の数にするのは、手か

と思います。また、そこの吸収量をカウ

ントするのも一つの手かと思いますが、

数値は小さい数になるので、吸収量を数

値化すると大きく増えていくのは難しい

と思います。従事している数というの

は、一つのアイデアかとお話をお聞きし
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て思いました。 

ぬかが委員の生物多様性について、行

動につなげる指標ということであれば、

緑化等の活動にフォーカスすることも、

自然に親しんでもらうということですの

で、検討していきたいと思います。種類

についても、検討していきたいと思いま

す。以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。今のご回答

も含めて、追加でご意見、ご質問があり

ましたら、お願いいたします。 

中村委員お願いいたします。 

（中村重男 委員） 

２―３の「環境に配慮した製品を選ん

で使っている区民の割合」、５－１の

「環境への負荷を考えて具体的に行動し

ている区民の割合」とありますが、区民

へ計画を情報発信しているだけでなく、

具体的にナレッジが必要だろうと思いま

す。今回の計画変更に入れる必要はない

のですが、ぜひ区民への情報発信にあた

りましては、何が環境に配慮した製品な

のか、具体的な例示ですとか、５－１の

具体的な行動とは、どんな行動なのか

を、区民に明示していただきたいと思い

ます。以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。区民への情

報発信に際して具体的な内容に触れてい

ただきたいというご指摘と思います。 

土屋委員お願いいたします。 

（土屋のりこ 委員） 

先ほど石毛委員から区民の緑化活動を

数値化できないか、という意見がありま

した。以前、お祭りを企画した時に、使

い捨て食器、リユース食器を使用した際

に、それによってＣＯ２は何 kg削減効

果があったのか、それを杉の木が年間に

吸収するＣＯ２量に置き換えると 1.5本

分に相当する、と食器を借りた団体から

教えていただきました。少ない数値で

も、置き換えることによって、やってよ

かったと感想を言っていました。取り組

んだ区民としては、どういう意味があっ

たのかという啓発効果も高くなりますの

で、置き換えて数値で示すとか、分かり

やすく身近な漢字で示す、という工夫も

お願いしたいと思いました。以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。削減効果を

数値化することで、区民の意識啓発につ

ながるというご意見かと思います。 

お二人のご意見について、事務局から

いかがでしょうか。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

中村委員ご指摘の例示、具体的な行動

というのは非常に大切だと思いました。

区民に対して、情報発信の際、具体的に

しっかりやっていきたいと思います。 

土屋委員のご指摘の、杉の木１本など

の数値に置き換えるというのは、一つの

アイデアだと思いました。そういう形で

可能かどうかを、検討していきたいと思

います。以上です。 

（田中充 会長） 

熱心にご議論いただきまして、ありが

とうございました。この生物多様性に関

しての指標のおさめ方は、なかなか難し

いですので、事務局で引き続き検討して

いただき、他区の状況や区の中の実態把

握の方法、工夫のあり方等についても、

情報収集していただき、よりよいやり方

について、ご検討いただければと思いま

す。 

また必要であれば戻りますので、次の
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審議事項４に進みます。少し長くなるか

もしれませんが、審議事項４「環境基本

計画第１章から第４章（案）について」

の説明をお願いいたします。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

 審議事項４をご覧ください。「環境基

本計画第１章から第４章（案）につい

て」でございます。基本計画全体は、８

章で構成する予定です。全体をイメージ

していただくため、８章までの章立てを

記載しております。今回ご審議いただき

ますのは、第１章から第４章までです。

別紙２をもとに説明いたしますので、別

紙２をご覧ください。 

２頁をご覧ください。こちらは本計画

に内包している計画について、一覧にま

とめているものです。(1)(5)(6)に関し

ては、以前の計画にも内包されていた計

画です。気候変動の計画、食ロスの計

画、プラスチックごみ削減方針の(2)～

(4)は、新たに追加されたものです。 

続きまして４頁をご覧ください。本計

画の実施期間ですが、2024年までの３

年間となります。しかしながら 2024年

は、区の基本計画の見直しの年となって

います。基本計画との整合性をとるため

に、策定期間を見直した方がよいかな

ど、様々な観点から期間については、再

度検討していきたいと考えています。 

14頁、15頁をご覧ください。現行計

画の進捗状況を数値で一読できるよう

に、一覧でまとめた表で、16、17頁で

見開きという形になります。現行計画の

進捗状況を一覧でまとめております。

2020年度の数値につきましては、現

在、調査中でございます。数字が判明次

第、こちらの「調査中」の部分に追記し

ていきます。 

19頁をご覧ください。2050年二酸化

炭素実質ゼロに向けて、どのような形で

減らしていかなければならないか、折れ

線グラフでイメージしたものです。この

ような形で急速に落としていかなければ

ならないと、イメージしていただければ

と思います。以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。別紙２の中

が、これからの改定計画の本体となりま

す。少しずつ内容が詰められてきまし

て、イメージが固まってきていると思い

ます。具体的な目標の書き方なども、こ

の中に取り込まれております。 

それでは内容について、ご質問、ご意

見をお願いしたいと思います。 

土屋委員お願いいたします。 

（土屋のりこ 委員） 

７頁の食ロスに関してです。東京都の

食ロスのパンフレットには、世界の飢餓

人口に触れられており、そういった人道

的な観点から８億人が飢餓に苦しんでい

る一方での、日本の食ロス 643万トンを

どう受け止めるのか。ＳＤＧｓの中にも

環境の経済効果だけでなく、貧困という

視点も入っていまして、そうした内容を

説明の中に加えられないかと思います。

足立区らしさの中に、下町人情があるの

ですが、お互い様の精神を大切にする

心、そういう貧困という観点も、追加願

いたいと思います。以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。他の委員は

いかがでしょうか。 

 ぬかが委員お願いいたします。 

（ぬかが和子 委員） 

先程の意見と重なりますが、９頁の生

物多様性の危機のところで、国や都の動
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向が、非常にとっつきにくい表現となっ

ていると思います。10年ぶりに東京都

がレッドリストを更新し、ドジョウが絶

滅危惧種となっていて驚きました。絶滅

危惧種もしくは準絶滅危惧種と懸念され

ているものが、非常に増えていて、そう

いうことを事例で挙げるだけで、生物多

様性の危機というのが、分かるのではな

いかと思います。身近にいると思ってい

たものが、もう絶滅危惧種となっている

と、東京都が 10年ぶりにレッドリスト

を発表したことにより分かりました。こ

ういったものを活かした方が、分かり易

いのではないでしょうか。具体的なこと

を東京都の 10年ぶり更新とあわせ、入

れていただきたいです。読んだ時に、よ

り分かるようなものにしていただきたい

と思いました。よろしくお願いします。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。より具体的

な内容について、触れてほしいという意

見かと思います。 

他の委員はいかがでしょうか。茂木委

員お願いいたします。 

（茂木福美 委員） 

16頁の「循環型社会の構築」という

ところに、「１人１日あたりの家庭ごみ

排出量」の目標が 470gとなっておりま

す。コロナで私も昨年、今年と近所のご

みを何箇所か見ておりますと、ものすご

く量が増えているような気がいたしま

す。本当に１人１日 470gが目指せるの

か、すごく心配です。資源に出すごみも

一緒に混ざっていることも、たくさん見

受けます。何か一人ひとりが 470gにす

るには、こういったことをする、という

分かり易い目標があれば、皆さんそれに

直結するのではないかと感じました。 

（田中充 会長） 

家庭ごみ量の目標のあり方でしょう

か、ありがとうございました。 

今三人の委員からご発言、ご意見をい

ただきました。ここで、事務局から回答

をお願いいたします。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

土屋委員の食品ロスにおける貧困の視

点を、というご指摘は、確かにＳＤＧｓ

の中でも非常に重要な視点であり、記載

については検討させていただきます。 

ぬかが委員ご指摘の大きな話でなく、

身近なドジョウが絶滅危惧種であるな

ど、具体的に身近な生き物についても、

追記するよう検討します。 

茂木委員のご指摘に関しては、清掃事

務所長お願いします。 

（山本克広 足立清掃事務所長） 

先ほど、1人１日当たりの家庭のごみ

量が目標値に届かないというご指摘があ

りました。2018年度までは、少しずつ

少なくなってきております。やはり今後

も含めて取り組みはリユースの推進、資

源として収集できるものを燃えるごみに

出さないなど、そういう点を発信して資

源の分別を進めていくことは、必要だと

思っておりますので、今後も続けてまい

ります。 

ただ、致し方ないですが、最近のコロ

ナ禍で在宅が増えていること、時間がで

きて、片付けのごみが多く出ているとい

うことで、2019年度は少し数字が悪く

なりました。また 2020年度は調査中で

すが、もっと増えている傾向がありま

す。コロナ禍の収束に向けて、啓発の取

り組みは継続させ、目標値を達成できる

ように努力していきたいと思います。以

上です。 
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（田中充 会長） 

ありがとうございました。他の委員、

今の回答も含めて、別の観点でも構いま

せんが、ご発言いただければと思いま

す。 

石毛委員お願いいたします。 

（石毛かずあき 委員） 

全体的な話になってくると思うのです

が、まず区がやらなければならない事業

者に対する支援として、どういった支援

策を行っていくのか、明記しなければな

らないと思います。ただ、明記するに

も、事業系と言っても事業の大中小もあ

りますし、業績もありますから、やれる

ところはやっていただいて、やれないと

ころに、どのように手を尽くしていくか

が支援になると思います。 

もう一つは、ＳＤＧｓの概念を活用し

ていただいて、2030年度の区と区民と

一体となった目標をクリアしていくこと

が大切です。昨年部長も力を入れておら

れた「おもしろＳＤＧｓフェア」のよう

な啓発活動は、大変重要だと思います。

そういうものを、これからしっかり取り

組んでいくと明記した方がよいのではな

いでしょうか。22頁にも書いてありま

すが、やはり教育が必要だと思います。

「かけがえのない地球環境を守るため、

すべてのひとが自ら学び考え、実践する

まち」という目標で、小学生、中学生、

高校生のうちから、環境というものを学

んでいただきたいと思っています。今は

各協会も組合も力を入れておりますの

で、例えば産業環境管理協会とか、資

源・リサイクル促進センターが出してい

るような、子ども向けのものから、中学

生、一般向けのものまであります。教材

を利用したものであれば、今からでもす

ぐに始められる環境はありますので、そ

の子供たちが 10年経ち、20年経ち、大

人になって、そういう知識、概念が植え

付けられていれば、これ以上大変なこと

にはならないと信じたいと思います。で

すからこのような教育にも力を入れてい

ただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。他の委員い

かがでしょうか。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

会場はありません。 

（田中充 会長） 

会場はないようですね。 

それでは、私から２、３点申し上げた

いと思います。 

１点目は、第２章の「計画改定の背

景」として、「国内外の動向」におい

て、国際モデル、東京都のモデルの動向

がいくつか書いてあります。温暖化であ

るとか、プラスチックとか書いてありま

す。これはこれで、なるほどと思うので

す。12頁以降に「区の動向」が書いて

あります。ここでは、どちらかと言う

と、計画やゼロ宣言の取り組みの状況が

書いてあります。少し気になりましたの

が、区の環境の現状について、どこかに

整理しておかなくてよいか、という印象

を持ちました。例えば温暖化、あるいは

気温の状況であるとか、先ほどからご議

論いただきました生物多様性の状況と

か、あるいは食品ロスとか、こうした区

内の環境について、どのような状況かま

とめなくてよいのか、という印象を持ち

ました。 

２点目は、ＳＤＧｓについて 10頁に

まとめてあります。ここは国内外の動向
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ということで、全体的な一般論としての

ＳＤＧｓの考え方、使われ方を整理され

ているものと理解しました。10頁にも

書いてありますが、「本計画では、各柱

とＳＤＧｓとの関わりを示すため、17

の目標のうち関連するＳＤＧｓの目標ア

イコンを掲載しています。」とあり、こ

れを受けて、24頁、25頁にアイコンの

整理がされていると思います。これはこ

れで分かり易いと思いますので、ぜひＳ

ＤＧｓとの関連性ですね、この計画を通

じて、ＳＤＧｓの何を実現していくの

か、多分野にわたって、ＳＤＧｓに貢献

していくということも、今回の環境基本

計画の役割だと思いますので、そこの関

係性について、分かり易く記載してほし

いというのが、二つ目の意見です。 

３点目は、４頁のところです。計画の

期間が 2022年度から 2024年度のまでと

なっており、目標年が 2024年度になっ

ているのですが、ＣＯ２のような中・長

期目標も書いているわけです。ですの

で、３ヵ年の目標というと、わりと短期

にすぐ来てしまうような印象があります

ので、期間を目標年という設定の仕方が

よいのか、ここについては要検討です。

つまり、計画は 2024年までの実行期間

ということで、2024年以降、2025年か

らは、次の第４次環境基本計画のステー

ジに入るという意味合いかと思います。

目標を 2024年とするのか、もう少し

中・長期の目標を含めてセットするの

か、その辺の考え方も整理しておいた方

がよろしいかと思います。以上です。 

それでは、今の私の発言と、その前の

石毛委員からのご発言について、事務局

からお答えをいただきたいと思います。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

石毛委員のご意見についてですが、区

が支援しなければいけない事業者への支

援をどうやっていくか、確かに重要で

す。大企業など、対応できるところはい

いと思うのですが、対応できない事業者

などについてどのような支援ができるか

については、環境部だけではなく、関係

する部、課と連携して色々な施策を考え

ていく必要があると認識しております。 

ＳＤＧｓの視点を明記するということ

と、教育が重要であるということは、そ

の通りだと思います。そのような中で、

私ども環境ワークブックを作成しており

ます。小学生のうちから環境に親しんで

いけるような仕組みづくりをしていきた

いと考えています。 

会長からご指摘いただいた点について

は、次回、しっかり盛り込んでいきたい

と考えています。以上です。 

（田中充 会長） 

審議事項４に関しては、ここまででよ

ろしいでしょうか。特に追加の関連がな

ければ、先に進ませていただきます。そ

れでは、ありがとうございました。審議

事項の４点をご審議いただきまして、内

容について、より掘り下げられたご意見

を頂戴したと思います。 

続きまして、報告事項が２点ございま

す。排出量の関係と基金審査会の結果で

す。２点まとめて報告をいただいた後、

全体についての、コメント等を受けたい

と思います。それでは事務局お願いいた

します。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

報告事項１をご覧ください。区内の二

酸化炭素排出量の算定結果です。これは

2018年度のオール東京 62市区町村の算

定結果です。足立区は、214.6万トンで
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す。全体の中では、上から７番目の量と

いうことです。また、それぞれの部門別

を、足立区と 23区、多摩地域と比べた

ものです。足立区の特徴としては、家庭

部門と自動車部門が多いと見てとれると

思います。次頁に区内のエネルギー消費

量の推移をグラフで示しております。足

立区の年間エネルギー消費量は、順調に

減っているというのが、見ていただける

と思います。 

今後の方針ですが、2050年の二酸化

炭素排出量実質ゼロに向け、設備・機器

の買い替え、省エネの啓発、区施設での

電力契約の見直し、公用車の電気自動車

への切り替えなど、しっかりエネルギー

使用量の削減に取組んでいきたいと考え

ております。これが報告の１点目です。 

続きまして報告事項２をご覧くださ

い。「環境基金審査会の審査結果につい

て」の報告です。今回、１月 25日から

３月１日の募集期間で、３月 24日に審

査会を実施しました。応募が 1点ありま

した。ファーストステップの助成です。

申請者は、ＮＰＯ法人の Chance For 

ALLというところで、学童保育の運営な

どを行っている団体です。どんなことを

やるかというのが、活動の概要です。ポ

スターや冊子などの作成と配布。マイバ

ッグの作成や配布し、呼びかけをする。

植物の種や苗を配布して、植物を育てる

ことを呼び掛ける、ということです。交

付決定額は 18万円です。 

過去の応募件数ですが、令和２年度は

９件のうち７件が採択。ファーストステ

ップ助成の件数は４件です。以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。報告事項２

点ですね。資料の 17頁から 21頁までの

内容です。この中で、ご質問やご意見が

ありましたらお願いいたします。 

村田委員お願いいたします。 

（村田文雄 委員） 

活動の概要において、学童保育に関し

て対象ということですが、足立区内で学

童保育に通う件数とか、対象とする小学

生を考えると、交付金額が 18万円とす

ると、かなり対象が地域的に偏ってしま

うという気がしたのですが、その点はど

うでしょうか。 

（田中充 会長） 

ありがとうございます。他に内容につ

いていかがでしょうか。ご意見、ご質問

があればお願いいたします。会場はない

ようですね。 

私からは基金のことで、審査はヒアリ

ングのようなことはされたのでしょう

か。それとも書類審査だけで行ったので

しょうか。審査の方法について、お尋ね

します。以上です。 

それでは、村田委員と私からのご質問

だけ、事務局いかがでしょうか。 

（須藤純二 環境部長） 

審査の方法は書類審査のみとなってい

ます。ファーストステップ助成というの

は、上限が 20万円ですが、それについ

ては書類審査のみとなっています。 

18万円の額が少ないという話です

が、Chance For ALLというところで、

運営している学童保育に限定しておりま

すので、区内全部の学童保育に助成する

ものではありません。民間の学童保育の

中で、子ども達に絵を描いてもらって、

その絵をポスターにしたり、マイバッグ

を作ったりという活動をやりたいという

ことで、提案があったものです。Chance 

For ALLが運営している学童保育での活
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用ということで、申請があがったもので

す。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。事務局から

のお答えですが、内容についてよろしい

でしょうか。 

（村田文雄 委員） 

はい。わかりました。 

（田中充 会長） 

他の点で、報告事項について質問等い

かがでしょうか。特にないようですね。 

ありがとうございました。 

報告事項２点についての質疑をさせて

いただきました。 

それでは、本日の全体にわたって言い

洩らした点があれば、最後お時間をいた

だきまして、ご質疑、ご審議をお願いい

たします。 

小泉委員お願いいたします。 

（小泉俊夫 委員） 

今、私は日本反射材普及協会の理事長

をやっていまして、内閣府検査室、全日

本交通安全協会、ＪＡさん達と一緒に

57m先でも見える反射材を作っていま

す。同じような交通事故が昼間と夜で

は、大体夜間の事故が 70％を超えてい

るのです。反射材の普及をしているので

すが、ＳＤＧｓの反射材を、今日のため

に作ってみました。企業では、よくバッ

ジを付けているのですが、トップが付け

るのもよいですが、現場の人達が付けた

ほうがよいと思うので、作って持ってき

ました。５月にＪＰマークの認定を取っ

たものですから、これから反射材を普及

していきたいというのと、環境問題とく

っつけたらどうかと、今日サンプルを持

ってきました。 

（田中充 会長） 

ごめんなさい。今よく聞き取れなかっ

たので、事務局からご発言の要旨を繰り

返していただいて、よろしいでしょう

か。どんなことをご発言されたのでしょ

うか。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

夜の事故が多いので、反射材を作って

いらっしゃいます。今回、ＳＤＧｓマー

クをデザインした反射材を作られたとい

うことでした 

これは裏が反射するのでしょうか。 

（小泉俊夫 委員） 

両面です。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

夜、自転車などでライトが当たると、

遠くからでも認識できるというお話をい

ただきました。 

（田中充 会長） 

わかりました。情報提供いただいたと

いうことで、よろしいのでしょうか。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

そうです。 

（田中充 会長） 

わかりました。 

他の委員はいかがでしょうか。 

（工藤信 委員） 

前回の環境審議会の時に、ぬかが委員

からＣＯ２排出実質ゼロ宣言は、環境審

議会の意見が発端となって実現したとい

うお話がありました。小さかったのです

が、４月 10日号のあだち広報に、環境

審議会でご議論いただいて、実現したと

いう風に、表現を間に合わせることがで

きましたのでご報告させていただきま

す。引き続き、色々とご議論いただいて

おりますので、今後もまた掲載させてい

ただきます。 

今日も、多くのご発言の中で、私の思
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いも含めて説明させていただきます。ま

ず、ＣＯ２の排出や生物多様性につい

て、わかりにくいという意見が多くの委

員より出たと思います。土屋委員もおっ

しゃっていた通り、例えばリユース食器

を使うことによって、これくらい減りま

すとか、ケヤキ１本大きい木を植える

と、バス２kmくらい走ったＣＯ２が吸収

されますとか、レッドリストでこういう

のが増えました等、見せる化をやってい

かないと区民に伝わらないと思います。

そういう意味で、だれにも分かり易い形

で進めていければと思っています。 

２点目は、水素ステーションや、電気

スタンドなどですが、今、東京都の目標

はあるのですが、ではどのようにやって

いくのか、区だけでやるのは、現時点で

難しいと思っています。これから、ガソ

リンの車はどんどん減っていくと思いま

す。それと車で移動する人もどんどん減

っていくと思います。そうした時に、例

えば大規模開発の時に、作らなければい

けない台数は決まっていますので、そこ

で規制緩和をすることによって、電気自

動車のスタンドを作れば、台数を減らす

ことができるとか、水素ステーションを

作ることによって、インセンティブを与

えるとか、それらについて国や都に働き

かけていかないと難しいと思います。た

だ、2030年にＣＯ２46％削減、2050年

にはゼロという目標を掲げましたので、

少し思い切った施策を展開していく必要

があると思っています。 

区民の皆様の行動について、花を一つ

植えても数字にならないというのは、そ

の通りなのですが、活動されている皆様

が、そういうことによって、区がどう変

わっていっているのかを、例え数字が少

なくても表していく、区民に知らせてい

くということは非常に重要なことだと思

います。これは、ＣＯ２が増える、増え

ないということよりも、区民の皆様の意

識を変えるという意味で、重要なことだ

と思いますので、その辺についても実施

していきたいと思います。 

最後にＳＤＧｓについて、環境基本計

画にもＳＤＧｓは載っているのですが、

実は区の基本計画にも記載していまし

て、色んな施策との関連づけをしていま

す。その中でターゲットが 169あるので

すが、実際に区に関係があるのは、たぶ

ん 50程度です。ですから、もっと的を

絞って、区として、ＳＤＧｓの何をやっ

ていき、2030年にはどう変わっている

のか、ということを政策と議論していま

す。それをもって環境基本計画にも、一

緒に合わせていくことが必要だと思いま

すので、そういうことで動いているとい

う状況です。以上です。 

（田中充 会長） 

ありがとうございました。多岐にわた

って、色々なご指摘、補足のご説明をい

ただきました。特に水素ステーションや

電気スタンド、これからのエネルギー社

会、再生可能エネルギー社会のインフラ

の整備、充実に向けて、区として、ある

いは都や国として、思い切った施策の展

開が必要であるというのは、本当にその

通りだと思います。ぜひ、区としても、

そのような各方面に働きかけをして、社

会全体としてのインフラの整備、そうい

うことにお力をいただければと思いま

す。 

他にいかがでしょうか。よろしいでし

ょうか。それでは、本日も活発なご審議

をありがとうございました。 
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最後に、次回のご案内を事務局からお

願いいたします。 

（加藤鉄也 環境政策課長） 

長時間、ご審議いただき、ありがとう

ございました。次回の環境審議会は７月

16日（金）午後３時からでございま

す。次回もオンラインを併用した形で開

催する予定です。開催通知は約１か月前

に、資料は１週間前を目処にお送りした

いと思います。事務局からは以上です。

ありがとうございました。 

（田中充 会長） 

皆様、ありがとうございました。オン

ラインと対面会議との併用で進めさせて

いただきました。これを持ちまして、令

和３年度第１回環境審議会を閉会とさせ

ていただきます。皆様、どうもお疲れ様

でした。 

以上 




